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JRE天神クリスタルビル「貸会議室利用規定」 
 

１． 利用目的 

会議、講習会、講演会、グループ研修会、発表会、展示会等にご利用下さい。 

２． 利用申込み 

① JRE天神クリスタルビル貸会議室（以下、貸会議室という）の利用を希望する場合は、所定の「仮予

約申込書」に必要事項をご記入の上、申込み下さい。申込受付開始日は、ご利用日の 12 カ月前から

です。 

なお、ご利用についてのご相談、ご照会は随時承ります。 

② 当社が「仮予約申込書」での申込みを確認した後に、当社より申込者に仮予約申込受理の連絡を差し

上げます。 

なお、この段階では貸会議室利用についての契約は成立しておりませんのでご注意ください。 

③ 仮予約申込受理後、ご利用日 1カ月前までに、所定の「本予約申込書」に必要事項をご記入の上、ご

提出ください。「本予約申込書」が当社に到着し、当社が申込承諾の連絡を差し上げた段階で貸会議室

利用の予約契約が成立したものとします。なお、仮予約申込日からご利用日までの間が１カ月未満の

場合、仮予約申込日から１週間以内または当社が指定する日までに「本予約申込書」をご提出くださ

い。 

④ 所定の期限までに「本予約申込書」が提出されない場合、仮予約申込を取り消しますのでご注意下さ

い。 

⑤ 当社の受付時間は 平日 午前9時～午後5時 です。 

３． 利用時間 

① 貸会議室の利用可能時間は 原則午前9時～午後８時 です。（時間外の利用についてはご相談くださ

い。） 

② 利用時間には、準備及び後片付けの時間も含みます。（但し、入室は利用時間の30分前から可能です。） 

③ 利用時間延長の時は、あらかじめ当社の承諾を得て所定の料金をお支払いください。当日の会場利用

の状況等により、時間延長をお断りする場合があります。 

 

４． 利用の制限 

次の場合の会議室の利用はお断りします。 

① 公序良俗に反すると思われる集会 

② ダンスパーティー、音楽、喧騒、振動等により、他に迷惑を及ぼすような集会 

③ 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力に該当する

と認められる場合 

④ その他、当社が不適当と判断した場合の使用 

 

５． 違約金 

① 貸会議室利用予約契約成立後の利用契約の取消、日程の変更、会議室の変更、利用時間の短縮・変更

（延長の場合は除く）は「解約」として取り扱います。 

② 申込者の都合で「解約」された場合は、所定の違約金を申し受けます。（料金表参照） 

 

６． 予約の解除、利用の中止 

次に該当する場合、予約の解除・利用の中止等をさせていただくことがあります。 

① 前項「４．利用制限」の各号の一に該当すると認められたとき 

② 「本予約申込書」に記載の内容と異なる内容で利用したとき 

③ 貸会議室の利用等に関して、利用条件や規定等を遵守しなかったとき 

④ 天災事変、不測の事故等により貸会議室が使用不能になったとき 

⑤ その他貸会議室及びビルの管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき 

 

７． 利用上の注意事項 

（1） 貸会議室への入室は、利用時間の 30 分前から可能です。退室は、利用時間終了時までに完了してくだ

さい。 
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（2） 施設設備等の利用 

①諸設備の操作については、必ず係員にお申し出ください。 

②施設設備を損傷、紛失されたときはその実費を弁償して頂きます。 

（3） 特別設備施工 

①会場に特別な設備を必要とするときは、本予約申込書提出時または事前に当社とご相談のうえ、その

指示に従ってください。 

②OA機器、照明器具等、特に多くの電気容量の利用が見込まれる場合も事前にご相談ください。 

（4） 掲示物の表示 

①貸会議室内の壁、柱、天井等に釘、押しピン、テープ類等の利用は固くお断りします。 

②貸会議室内外の看板、ポスター類等の掲示に関しては事前にご相談ください。 

（5） 会場内の設営 

貸会議室利用日の1週間前までに、テーブル、イスの個数、会場内のレイアウト等の詳細を当社と打ち

合わせしてください。 

（6） 飲食物の持込み 

        原則として、当社指定業者以外の飲食業者による飲食物の持込みはご遠慮ください。 

（7） 荷物・ごみ等の処分 

①荷物を共用部に残置しないでください。 

②ごみは全てお持ち帰りください。 

（8） 清掃費の負担 

貸会議室利用後、特に清掃を必要とする場合には、別途清掃費を負担して頂きます。 

（9） 展示会利用の場合 

①大型の荷物搬出入時は、事前に当社に連絡の上、裏の荷物用エレベーターを養生の上ご利用ください。

（表玄関のエレベーターの使用禁止） 

②荷物搬出入時、エレベーター及び建物に損傷があった場合は、その損害を弁償して頂きます。 

③展示品等の盗難、紛失、火災、損害等について、当社はその責を負いません。なお、展示品等の保管

については利用者で必要な処置を講じてください。 

（10） 禁止事項 

①貸会議室利用権の転売、譲渡、転貸すること 

②貸会議室及びビル内への危険物の持込とその利用をすること 

③当社の承諾を受けないで貸会議室内を造作すること 

④貸会議室内、所定の喫煙所以外での喫煙 

⑤貸会議室内での飲酒 

（11） その他 

緊急時及びビル管理上必要な時は、上記以外の事項をお願いする場合があります。その際は指示に従っ

てください。 

 

8.立ち入り 

当社または当社の指定する者は、利用者が貸会議室を利用中であっても、貸会議室に立ち入り、点検し、必要

であれば、適宜の処置を講じることができます。 

 

 9.損害賠償および免責について 

（1） 利用者またその関係者が、貸会議室およびその他設備・備品等を毀損、汚損、紛失または貸会議室の

管理運営等に支障をきたす事態を発生させた場合、利用者は直ちに当社へ連絡してください。この場

合、利用者は、当社等が被った損害を賠償しなければなりません。 

（2） 前項「6.予約の解除、利用の中止」に定める事由により、予約の解除、利用の中止をさせて頂いた場

合、利用者がこれにより損害を受けても当社はその損害を賠償する責を負いません。 

（3） 天災地変、不測の事故等により、貸会議室の利用が不可能な事態が生じ、利用者がこれによって損害

を受けても当社はその損害を賠償する責を負いません。 

（4） 当社の故意または重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による利用者の損害については、

当社はその損害を賠償する責を負いません。 

（5） 貸会議室の機材・設備等の故障等により契約者の所期の目的が達成されない場合、当社は施設利用料

の返金以上の損失補償は致しません。 


